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一
．
や
さ
と
温
泉
ゆ
り
の
郷
の
譲
渡

⑴

優
先
交
渉
権
者
は
、
や
さ
と
農
業
協
同
組
合

ゆ
り
の
郷
の
民
間
活
力
導
入
に
向
け
て
、
施
設
（
建

物
・
設
備
・
備
品
・
温
泉
に
関
す
る
権
利
）
を
無
償
譲

渡
・
土
地
は
無
償
貸
付
け
・
10
年
間
は
温
泉
施
設
を
運

営
す
る
条
件
に
対
し
て
、
事
業
参
加
を
希
望
す
る
７
社

に
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
審
査
を
実
施
。
結
果
は
、
現
在
ゆ
り

の
郷
の
運
営
を
担
う
指
定
管
理
者
で
あ
る
「
や
さ
と
農

業
協
同
組
合
」
の
事
業
提
案
が
特
に
優
れ
て
い
る
と
し

て
、
優
先
交
渉
権
者
に
選
定
し
た
こ
と
が
、
11
月
７
日

開
催
の
産
業
建
設
委
員
会
に
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

⑵

繰
り
返
さ
れ
る
説
明
不
足

金
銭
の
や
り
取
り
が
無
い
譲
渡
条
件
の
甘
さ
に
加
え
、

委
員
会
で
の
説
明
が
不
明
瞭
な
事
か
ら
以
下
の
点
を
質

問
・
指
摘
し
ま
し
た
。

➊
仮
に
（
民
間
）
事
業
者
が
倒
産
ま
た
は
閉
業
し
建
物

が
撤
去
さ
れ
な
い
場
合
、
市
は
負
の
遺
産
を
抱
え
、
さ

ら
に
土
地
利
用
も
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
事
。

➋
温
泉
の
権
利
を
無
償
譲
渡
す
る
と
民
法
で
は
土
地
と

温
泉
の
権
利
は
別
扱
い
の
為
、
事
業
終
了
後
に
市
が
土

地
を
利
用
す
る
際
、
温
泉
の
利
用
は
で
き
な
い
。

➌
施
設
経
営
（
現
在
は
施
設
修
繕
費
用
等
で
毎
年
約
２

千
万
円
を
市
が
負
担
）
を
農
協
理
事
会
が
承
認
す
る
見

込
み
に
つ
い
て
尋
ね
ま
し
た
。

執
行
部
の
答
弁
は
い
ず
れ
も
納
得
で
き
る
も
の
で
は

無
く
、
他
の
委
員
か
ら
も
「
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
審
査
内
容

の
説
明
が
無
く
、
資
料
提
供
も
無
い
」
と
し
て
今
後
の

詳
細
な
説
明
を
求
め
て
委
員
会
を
閉
会
し
ま
し
た
。

「上曽トンネル開通」は県西地域との連携

強化が期待され、明るい話題となりました。

一方、トンネルへのアクセス道路は未完成。

さらに「カスミ」西側の交差点は、信号機も

無く事故が多発。一時停止の看板を急遽設置

しました。早期の信号機設置を警察に要望す

るよう、委員会質疑で強く求めたところです。

市職員の公金横領が明らかとなり、市長は

自身の給与を20％減額する条例案を提案し可

決。これにより、音楽フェス問題の30％減額

と合わせて11月の市長給与は、ついに50％減

額となりました。

ゆりの郷を民間事業者に無償譲渡する取組

みですが、厳正な審査で優先交渉権者に選定

されたのは、現施設運営者であるやさと農協

でした。委員会への説明は、譲渡条件の詳細

及びプロポーザル審査の判断基準も不明瞭で

あり、複数の議員が苦言を呈しました。

優先交渉権者に選定された八郷農協は、急

遽理事会を開催しますが、施設の維持管理経

費を負担し収益を出す事への不安からか、ゆ

りの郷の経営権取得案を否決しました。

議会への説明を含め。今後どのようにゆり

の郷譲渡を進めるのか注目してまいります。

石岡市議会議員

S A K U R A I S H I G E R U

⑶

理
事
会
は
経
営
権
取
得
を
否
決

市
の
優
先
交
渉
権
者
発
表
に
合
わ
せ
同
日
夜
、
や
さ

と
農
協
理
事
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
議
題
と
な
っ
た

「
ゆ
り
の
郷
の
経
営
権
取
得
」
案
は
、
反
対
多
数
で
否

決
さ
れ
ま
し
た
。



提
言

受
け
身
で
進
め
る
立
ち
位
置
に
聞
こ
え
る
。

令
和
12
年
度
ま
で
に
で
き
る
の
は
、
右
折
ラ

イ
ン
程
度
で
は
な
い
か
。
先
を
見
据
え
た
整

備
を
お
願
い
し
た
い
。

小
口
新
道
は
整
備
手
法
を
検
討
す
る
。
府
中

橋
北
丁
字
路
に
接
続
す
る
計
画
は
無
く
、
課

題
も
多
い
が
道
路
延
伸
の
可
否
を
精
査
す
る
。

➀
企
業
版
ふ
る
さ
と
応
援
寄
付
に
つ
い
て

寄
附
法
人
名
、
寄
附
金
の
活
用

方
法
、
寄
附
法
人
様
へ
の
謝
意

の
表
し
方
に
つ
い
て
伺
う
。

③
小
学
校
費
・
学
校
施
設
整
備
工
事
に
つ
い
て

工
事
内
容
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。
ま
た
、
補

正
予
算
で
の
対
応
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て

も
伺
い
ま
す
。

寄
附
は
㈱
博
進
紙
器
製
作
所
様
。

累
計
は
５
千
万
円
。
保
育
所
等
へ
の
遊
具
、

小
中
学
校
の
電
子
黒
板
配
備
に
充
当
し
た
い
。

部長

市
民
ホ
ー
ル
予
定
地(

イ
ベ
ン
ト
広
場)

周
辺
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

①
渋
滞
す
る
と
し
た
理
由
・
根
拠
を
伺
う

か
つ
て
イ
ベ
ン
ト
広
場
は
渋
滞

を
理
由
に
複
合
文
化
施
設
候
補
地
か
ら
外
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
・
根
拠
を
伺
い
ま
す
。

⑴

イ
ベ
ン
ト
広
場
周
辺
道
路
の
整
備
に
つ
い
て

二
．
９
月
定
例
会
に
お
け
る
一
般
質
問

南
側
を
走
る
幅
員
８
ｍ
の
市
道
が
メ
イ
ン
と

な
り
、
そ
の
他
の
道
路
は
住
宅
地
内
の
た
め
、

渋
滞
が
予
想
さ
れ
る
。

部長

②
周
辺
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
伺
う

イ
ベ
ン
ト
広
場
北
側
の
小
口
新
道
の
拡
幅
と

若
松
町
若
宮
丁
字
路
交
差
点
か
ら
旧
石
岡
有

料
道
路
へ
の
道
路
延
伸
整
備
に
つ
い
て
伺
う
。

部長

周
辺
道
路
は
、
渋
滞
や
安
全
性
の
懸
念
が
あ

る
。
周
辺
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
調
査
を
開

始
す
る
よ
う
指
示
す
る
。

市長

現
状
、
雨
水
処
理
が
十
分
で
は
な
い
。
私
も

現
状
を
確
認
し
驚
い
た
。
近
隣
住
民
の
不
安

払
し
ょ
く
に
向
け
て
、
ま
ず
は
で
き
る
対
策
を
速
や
か

に
講
じ
、
抜
本
的
に
解
消
す
る
よ
う
指
示
す
る
。

市長

石
岡
中
学
校
に
隣
接
す
る
住
宅
地
に
、
雨
水
が
流
れ

込
み
住
宅
の
土
台
を
脅
か
す
事
態
と
な
っ
て
い
る
。

➀
石
岡
中
学
校
の
雨
水
排
水
対
策
に
つ
い
て
伺
う

被
害
は
繰
り
返
し
発
生
し
て
い
る
。
石
岡
中

学
校
の
集
水
桝
の
現
状
、
数
や
排
水
能
力
の

把
握
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

⑴

議
案
第
66
号

一
般
会
計
補
正
予
算
第
２
号

消
防
本
部
２
階
の
空
調
設
備
が
６
月
に
故
障
。

消
防
隊
仮
眠
室
、
救
急
隊
仮
眠
室
、
女
性
職

員
仮
眠
室
他
の
冷
房
が
故
障
。
応
急
対
応
で

仮
眠
室
に
ス
ポ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ー
と
扇
風
機
を
設
置
、
冷

房
可
能
な
部
屋
を
一
時
的
に
仮
眠
室
に
利
用
し
て
い
る
。

部長

⑵

石
岡
中
学
校
か
ら
の
雨
水
流
失
に
つ
い
て

③
市
道
整
備
と
建
築
確
認
の
関
係
に
つ
い
て
伺
う

児
童
館
の
取
壊
し
で
、
イ
ベ
ン
ト
広
場
か
ら

府
中
ク
リ
ニ
ッ
ク
ま
で
、
真
っ
す
ぐ
な
道
路

が
抜
け
る
と
期
待
し
た
が
、
住
宅
が
着
工
さ

れ
て
い
る
。
市
道
整
備
と
建
築
確
認
の
関
係
性
を
伺
う
。

都
市
計
画
道
路
予
定
路
線
で
は
一
定
の
制
限

を
か
け
る
が
、
そ
の
ほ
か
で
は
難
し
い
。

市
道
の
拡
幅
整
備
は
、
地
域
の
要
望
を
受
け

用
地
買
収
へ
の
同
意
書
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

部長

隣
接
地
に
お
住
い
の
方
に
お
詫
び
申
し
上
げ

る
。
集
水
桝
20
か
所
を
設
置
し
て
い
る
が
、

ゲ
リ
ラ
豪
雨
等
に
対
応
で
き
て
い
な
い
。

部長

③
雨
水
流
失
の
抜
本
的
な
対
策
に
つ
い
て
伺
う

雨
水
流
失
に
は
対
処
療
法
的
な
対
応
を
し
て

き
ま
し
た
が
、
安
心
し
て
生
活
で
き
な
い
状

況
で
す
。
抜
本
的
な
対
策
を
伺
い
ま
す
。

緊
急
の
対
策
と
抜
本
的
な
対
策
、
双
方
の
観

点
か
ら
効
果
的
な
解
決
策
を
見
出
し
、
解
決

に
向
け
て
関
係
部
局
と
取
り
組
ん
で
い
く
。

教育長

提
言

市
長
が
現
場
を
見
た
こ
と
で
、
住
民
の
方
も

安
心
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
教
育

委
員
会
も
現
地
に
赴
き
応
急
的
な
措
置
に
配

慮
し
た
と
伺
っ
た
。
抜
本
的
な
解
決
策
に
向

け
て
、
早
い
解
決
を
お
願
い
し
た
い
。

提
言

消
防
法
の
設
置
基
準
に
な
る
の
で
、
早
め
の

対
応
を
お
願
い
し
た
い
。
老
朽
化
に
よ
る
故

障
で
機
能
を
失
う
前
の
更
新
が
で
き
る
よ
う
、

基
準
を
設
け
て
ほ
し
い
。

三
．
９
月
定
例
会
に
お
け
る
議
案
質
疑

②
雨
水
排
水
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

石
中
と
城
南
中
が
統
合
さ
れ
る
際
に
、
校
庭

と
職
員
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
、
水
は
け
を
良

く
し
て
い
る
。
義
務
化
は
さ
れ
て
い
な
い
が

雨
水
排
水
計
画
を
策
定
し
て
い
る
か
伺
い
ま
す
。

雨
水
排
水
計
画
は
策
定
し
て
い
な
い
。
敷
地

内
で
発
生
す
る
雨
水
の
処
理
方
法
を
検
討
し
、

Ｕ
字
溝
や
集
水
桝
を
設
置
し
て
い
る
。

部長

②
消
防
費
の
空
調
設
備
更
新
工
事
に
つ
い
て

ど
こ
に
あ
る
空
調
を
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で

修
繕
す
る
の
か
、
ま
た
工
事
期
間
は
ど
の
よ

う
な
工
夫
で
対
応
す
る
の
か
伺
う
。

提
言

工
夫
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
職
員
は
我
慢

さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
と
思
う
。
早
め
の

修
繕
、
壊
れ
る
前
の
更
新
に
つ
い
て
基
準
を

設
け
て
、
対
応
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

柿
岡
小
・
恋
瀬
小
の
消
火
栓
ポ
ン
プ
が
経
年

劣
化
に
よ
り
支
障
が
生
じ
、
機
能
回
復
の
た

め
の
更
新
修
繕
。
補
正
理
由
は
、
点
検
で
分

か
っ
た
が
、
当
初
予
算
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。

部長



再
議
の
提
案
理
由
に
つ
い
て
、
３
名
が
質
疑
を
行
い
、

私
（
櫻
井
）
は
３
人
目
と
し
て
質
問
し
ま
し
た
。

「
市
長
後
援
名
義
許
可
に
至
る
、
地
方
自
治
法
解
釈

の
間
違
い
の
見
解
を
伺
う
」
と
質
問
。
市
長
は
「
公
益

性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
後
援
し
た
。
正
し
い
判
断
だ
っ

た
と
認
識
し
て
い
る
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。

私
は
、
調
査
報
告
書
で
は
地
方
自
治
法
・
条
例
・
規

則
の
拡
大
解
釈
に
よ
る
誤
っ
た
判
断
と
位
置
付
け
て
お

り
、
調
査
報
告
書
は
百
条
調
査
委
員
会
が
全
会
一
致
で

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
報
告
書
を
否
定
す
る
前

提
で
の
再
議
提
出
で
あ
る
の
か
を
問
い
ま
し
た
。

す
る
と
「
正
し
い
判
断
」
だ
っ
た
は
ず
が
「
要
綱
を

広
く
解
釈
し
た
。
要
綱
の
見
直
し
を
進
め
た
い
」
と
矛

盾
す
る
答
弁
に
変
わ
り
、
失
笑
が
漏
れ
る
こ
と
に
。

最
後
に
、
ト
ッ
プ
が
地
方
自
治
法
の
解
釈
を
間
違
え

て
い
る
の
に
、
職
員
に
要
綱
や
事
務
の
間
違
い
を
直
せ

と
言
っ
て
も
、
直
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
意
見
具
申

し
、
質
疑
を
終
え
ま
し
た
。

質
疑
を
終
え
、
討
論
と
な
り
ま
し
た
。

谷
田
川
議
員
が
条
例
案
反
対
の
立
場
か
ら
、
「
条
例

案
は
議
会
の
権
限
を
逸
脱
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
市
長
へ

の
懲
戒
と
威
迫
で
あ
る
」
と
断
じ
る
一
方
、
池
田
議
員

は
賛
成
の
立
場
か
ら
「
責
任
を
職
員
に
だ
け
に
押
し
付

け
る
市
長
の
姿
勢
を
看
過
で
き
な
い
」
と
討
論
。
さ
ら

に
高
野
議
員
は
「
市
長
の
責
任
の
取
り
方
は
給
与
減
額

し
か
な
い
」
と
す
る
賛
成
討
論
を
行
い
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
採
決
で
す
。
条
例
案
可
決
に
は
、
出
席
議

員
の
３
分
の
２
、
14
名
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
す
が
、

事
前
予
測
で
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

結
果
は
、
質
疑
で
の
市
長
答
弁
に
不
信
感
を
募
ら
せ

た
３
名
の
議
員
が
新
た
に
賛
成
し
、
賛
成
者
14
名
、
反

対
７
名
と
な
り
、
市
長
が
求
め
た
再
議
は
否
定
さ
れ
、

給
与
減
額
条
例
は
可
決
が
確
定
し
ま
し
た
。

⑷

再
議
提
出
に
対
す
る
質
疑

⑸

再
議
は
否
定
さ
れ
、
条
例
案
可
決
が
確
定

９
月
定
例
会
の
議
案
質
疑
終
了
後
、
山

本
議
員
が
動
議
を
求
め
、
市
長
及
び
教
育

長
の
給
与
減
額
条
例
案
（
市
長
は
30
％
減

額
、
教
育
長
は
10
％
減
額
、
い
ず
れ
も
３
か
月
）
を
提

出
し
ま
し
た
。

内
容
は
、
百
条
特
別
委
員
会
で
多
く
の
不
適
切
な
事

務
処
理
を
確
認
。
市
長
は
、
辞
職
勧
告
決
議
を
受
け
な

が
ら
職
員
の
み
を
処
分
し
、
自
ら
の
責
任
は
再
発
防
止

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
市
長
の
責
任
を
示
す
た
め
に
、

市
長
及
び
教
育
長
の
給
与
を
減
額
す
る
（
要
約
）

四
．
市
長
給
与
減
額
条
例
案
可
決

⑵

賛
成
多
数
で
可
決

⑴

給
与
減
額
条
例
案
を
提
案

給
与
減
額
条
例
案
は
た
だ
ち
に
本
会
議
で
の
審
議
と

な
り
、
反
対
の
討
論
を
関
口
議
員
が
行
い
、
次
に
賛
成

の
討
論
を
池
田
議
員
が
行
い
ま
し
た
。
採
決
は
議
長
を

除
き
、
賛
成
11
、
反
対
８
、
棄
権
１
、
と
な
り
賛
成
多

数
で
可
決
。
（
録
画
映
像
で
ご
覧
く
だ
さ
い
）

市
長
は
、
➊
音
楽
フ
ェ
ス
は
公
共
的
な
事
業
、
➋
石

岡
市
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
、
➌
職
員
の
み
を
処
分
後
、

再
発
防
止
策
が
市
長
の
役
割
と
発
言
、
❹
拡
大
解
釈
し

た
条
例
・
規
則
等
を
見
直
す
。
と
し
て
い
ま
し
た
。

私
は
、
➊
民
間
事
業
者
に
よ
る
営
利
事
業
、
➋
会
場

内
飲
食
の
た
め
市
内
商
店
の
売
り
上
げ
は
殆
ど
無
し
、

➌
後
援
名
義
許
可
判
断
の
誤
り
を
無
認
識
、
❹
問
題
指

摘
か
ら
半
年
以
上
何
も
見
直
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の

理
由
か
ら
、
給
与
減
額
条
例
案
に
賛
成
し
ま
し
た
。

五
．
給
与
減
額
条
例
の
再
議
提
出

市
長
が
議
会
の
議
決
に
対
し
て
異
議
が

あ
る
場
合
、
議
決
か
ら
10
日
以
内
に
、
議

会
に
そ
の
議
決
を
も
う
一
度
審
議
し
な
お

す
事
を
求
め
る
制
度
を
再
議
と
言
い
ま
す
。

こ
の
再
議
は
任
意
的
再
議
と
義
務
的
再
議
が
あ
り
、

市
長
は
給
与
減
給
条
例
案
の
議
決
を
見
直
す
よ
う
、
任

意
的
再
議
を
定
例
会
最
終
日
に
議
会
に
請
求
し
ま
し
た
。

任
意
的
再
議
は
議
決
に
違
法
性
が
無
い
も
の
で
、
出

席
議
員
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
に
よ
り
最
初
の
議
決

で
あ
る
減
給
条
例
案
を
可
決
・
確
定
す
る
も
の
で
す
。

再
議
提
出
の
理
由
は
、
山
本
議
員
が
提
出
し
た
減
給

条
例
案
の
提
出
理
由
と
し
た
『
庁
議
に
お
い
て
市
長
が

発
し
た
言
葉
を
忠
実
に
実
行
し
よ
う
と
し
た
あ
ま
り
、

結
果
的
に
条
例
・
規
則
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
っ
た
』
に

つ
い
て
「
職
員
へ
の
圧
力
と
い
う
事
実
誤
認
基
づ
く
提

案
だ
っ
た
」
さ
ら
に
「
市
長
・
教
育
長
は
最
終
的
に
責

任
を
負
う
立
場
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
は
給
与
減
額
で

は
な
く
、
不
適
切
な
事
務

処
理
の
改
善
や
制
度
改
正

を
通
じ
て
実
現
す
る
も
の

で
あ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

⑴

任
意
的
再
議
で
請
求

⑶

再
議
の
提
案
理
由

市
長
は
再
議
に
つ
い
て
、
議
案
の
採
決
終
了
後
に
議

事
日
程
に
入
れ
る
こ
と
で
議
長
と
調
整
し
て
い
ま
し
た
。

定
例
会
最
終
日
の
再
議
請
求
提
出
を
受
け
、
開
催
し

た
議
会
運
営
委
員
会
で
は
、
議
長
の
議
事
日
程
案
を
拒

否
す
る
意
見
が
出
さ
れ
、
再
議
は
議
事
日
程
の
１
番
目

審
議
と
す
る
事
が
決
定
。
議
長
の
裁
量
権
を
認
め
な
い

異
例
の
展
開
で
議
事
日
程
が
進
む
事
に
な
り
ま
し
た
。

⑵

議
会
運
営
委
員
会
が
議
事
日
程
を
変
更

再議条例議員名

××鈴木将史

××冨田正志

××中根淳一

〇〇飯村一夫

〇×鈴木康仁

〇×新田 茜

〇〇川井幸一

〇〇櫻井 茂

〇〇岡野孝夫

〇〇玉造由美

〇〇勝村孝行

××谷田川泰

〇－小松豊正

〇〇山本 進

×議長村上泰道

××関口忠男

〇〇池田正文

〇〇菱沼和幸

××岡野孝男

〇〇高野 要

〇〇鈴木行雄

14名11名〇 賛成

７名８名× 反対

1名－ 棄権



10
月
10
日
、
全
員
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、

職
員
に
よ
る
公
金
横
領
事
件
が
発
生
し
、

26
歳
・
男
性
職
員
を
免
職
処
分
に
し
た
事

が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
石
岡
市
は

刑
事
告
訴
を
行
う
考
え
を
示
し
て
い
ま
す
。

横
領
発
覚
の
発
端
は
、
令
和
６
年
11
月
中
旬
に
葬
儀

会
社
か
ら
の
「
令
和
５
年
度
の
葬
儀
費
用
に
未
払
い
分

が
あ
る
よ
う
だ
」
と
す
る
問
い
合
わ
せ
で
し
た
。

し
か
し
、
令
和
５
年
度
の
➊
出
金
処
理
及
び
決
算
は

終
了
し
て
お
り
、
関
係
書
類
を
確
認
す
る
と
、
領
収
書

が
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
担
当
職
員
に
確
認
す
る

と
「
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
お
金
は
紛
失
し
た
。
着
服
は

し
て
い
な
い
」
と
の
あ
い
ま
い
な
返
事
に
終
始
。

４
月
、
➋
総
務
課
か
ら
指
示
と
し
て
現
金
取
扱
い
は

通
帳
管
理
、
通
帳
と
印
鑑
は
別
の
職
員
が
管
理
、
帳
簿

作
成
と
確
認
は
管
理
職
員
が
行
う
よ
う
通
知
し
ま
し
た
。

犯
行
を
裏
付
け
る
証
拠
が
無
い
中
で
の
内
部
調
査
は

限
界
が
あ
る
と
し
て
、
弁
護
士
を
中
心
と
し
た
➌
石
岡

市
公
正
職
務
審
査
会
に
調
査
を
依
頼
し
て
い
ま
し
た
。

七
．
坂
東
太
郎
が
ガ
マ
ラ
ン
ド
を
再
活
用

⑴

第
４
回
定
例
会

会 議曜日月 日

開会、議案上程火12月 2日

3日～7日：休会

一般質問月12月 8日

一般質問火9日

一般質問水10日

議案質疑木11日

文教厚生委員会金12日

13日～14日：休会

総務企画委員会月15日

産業建設委員会火16日

議会運営委員会水17日

委員長報告､採決､閉会木18日

令
和
７
年
第
４
回
定
例
会
は
11
月
25
日
告
示
、
12
月

２
日
開
会
、
12
月
18
日
閉
会
と
な
り
ま
す
。

会
議
は
全
て
午
前
10
時
開
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

⑶

な
ぜ
・
何
故
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド

➊
横
領
し
な
が
ら
何
故
、
決
算
処
理
で
き
た
の
か
？

Ａ

生
活
保
護
者
の
葬
儀
費
用
を
現
金
と
し
て
出
金

し
横
領
。
年
度
末
に
発
覚
を
恐
れ
自
費
で
清
算
。

Ｂ
Ｃ
は
横
領
後
に
別
人
の
葬
祭
を
捏
造
し
支
払
う
。

処
理
件
数
の
多
さ
、
現
金
と
振
込
の
処
理
方
法
の
違

い
等
か
ら
、
事
務
処
理
の
ス
キ
を
突
か
れ
た
よ
う
で
す
。

➋
総
務
課
指
示
は
何
故
活
か
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
？

公
金
取
扱
い
の
問
題
が
複
数
発
生
し
て
お
り
、
葬
儀

費
用
未
払
い
を
受
け
て
総
務
課
指
示
が
出
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
管
理
職
員
の
危
機
感
は
薄
か
っ
た
よ
う
で
す
。

➌
石
岡
市
公
正
職
務
審
査
会
の
調
査
の
意
味
は
？

葬
儀
費
用
の
未
払
い
の
問
合
せ
に
関
す
る
聞
き
取
り

調
査
の
際
、
「
精
神
的
な
不
安
」
を
本
人
が
訴
え
た
た

め
、
追
及
は
困
難
と
判
断
。
弁
護
士
で
構
成
す
る
審
査

会
に
調
査
を
依
頼
し
ま
し
た
が
、
（
11
月
中
旬
現
在
）

未
だ
に
結
論
は
報
告
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

❹
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
の
職
員
を
採
用
？

採
用
２
年
目
に
横
領
行
為
を
働
い
て
お
り
、
採
用
時

の
確
認
、
職
員
研
修
の
再
考
が
必
要
と
考
え
ま
す
。

八
．
議
会
日
程

株
式
会
社
坂
東
太
郎
と
石
岡
市
が
連
携
・
協
力
し
、

総
務
省
の
地
域
経
済
循
環
創
造
事
業
＝
ロ
ー
カ
ル
１
０

０
０
０
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
取
組
み
を
始
め
ま
す
。

筑
波
山
つ
つ
じ
ヶ
丘
（
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
乗
り
場
）
に

位
置
し
、
現
在
は
休
業
し
て
い
る
商
業
施
設
＝
ガ
マ
ラ

ン
ド
を
再
活
用
し
、
筑
波
山
観
光
と
石
岡
エ
リ
ア
を
つ

な
ぐ
新
た
な
滞
在
・
交
流
拠
点
の
創
出
を
目
指
し
ま
す
。

10
年
で
23
億
円
の
経
済
効
果
目
標
を
掲
げ
、
国
の
交

付
金
や
融
資
を
活
用
し
、
宿
泊
施
設
、
物
販
、
サ
ウ
ナ
、

飲
食
等
の
複
合
拠
点
づ
く
り
を
行
い
、
つ
く
ば
か
ら
の

観
光
動
線
を
東
側
＝
石
岡
市
へ
つ
な
げ
、
経
済
循
環
を

創
出
し
よ
う
と
す
る
事
業
で
す
。

⑵

公
金
横
領
発
覚
と
関
係
職
員
の
処
分

六
．
公
金
横
領
に
よ
る
免
職

⑴

生
活
保
護
関
係
の
未
払
い
金
が
発
覚

❹ 市職員採用・福祉部生活保護担当Ｒ3年 4月

Ａ 葬祭扶助費横領 後に自費清算Ｒ4年 7月

Ｂ 葬祭扶助費横領 葬祭費捏造で清算Ｒ5年 5月

Ｃ 葬祭扶助費横領 葬祭費捏造で清算Ｒ5年11月

産業戦略部農政課へ人事異動Ｒ6年 4月

農業機械利用連絡協議会経費横領Ｒ6年 8月

葬儀社からＲ５年分の未払金問合せＲ6年11月

文教厚生委員会へ未払金発覚の報告
葬儀社へ未払金111､000円を支払い

Ｒ7年 3月
➋ 総務課が通帳管理の厳格化と帳簿
作成等を管理職員が行うよう通知

➌ 公正職務審査会へ調査依頼Ｒ7年 4月

地域農業再生協議会経費横領Ｒ7年 7月

農業機械利用連絡協議会経費横領Ｒ7年 8月

地域農業再生協議会経費横領Ｒ7年 9月

公金横領発覚。総額 708,537円9月末

９
月
末
、
同
僚
職
員
が
団
体
の
通
帳
を
確
認
し
た
と

こ
ろ
、
出
金
記
録
が
あ
る
の
に
、
支
払
先
に
入
金
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
本
人
に
確
認
す
る
と
説
明
が
二
転
三
転
。

詳
し
く
事
情
聴
取
し
た
と
こ
ろ
着
服
を
認
め
た
と
の
事

で
す
。
着
服
し
た
現
金
の
使
途
は
、
❹
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依

存
症
に
よ
る
競
艇
及
び
借
金
の
返
済
に
充
て
て
い
た
と

証
言
。
な
お
、
横
領
し
た
金
額
は
、
そ
の
後
、
全
額
弁

済
さ
れ
た
と
の
事
で
す
。

10
月
９
日
付
で
、
公
金
を
横
領
し
た
主
幹
を
免
職
、

管
理
監
督
の
責
任
が
あ
る
と
し
て
、
直
属
の
管
理
職
上

司
を
減
給
（
10
％
１
か
月
）
、
そ
の
他
の
上
司
は
戒
告

あ
る
い
は
訓
告
の
処
分
に
な
り
ま
し
た
。

⑴

ロ
ー
カ
ル
１
０
０
０
０
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト


